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商法改正（株主名簿閉鎖制度の廃止等）に伴う「上場有価証券の発行者の会社

情報の適時開示等に関する規則」等の一部改正について 

 

 

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

当取引所は、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」等の一部改

正等を行い、平成16年10月１日から施行しますので、ご通知申し上げます。（詳細について

は、規則改正新旧対照表を名証のホームページ（http://www.nse.or.jp）に掲載しておりま

すのでご覧ください。） 

今回の改正は、株券不発行制度の整備の一環として、同制度の実施に先立ち本年10月に施

行される商法改正により、株主名簿の閉鎖制度が廃止されるほか、新株発行に際して払込期

日当日から株券発行が可能となることに伴い、「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開

示等に関する規則」等について技術的な改正を行うなど、所要の規定整備を行うものです。 

改正の概要は、下記のとおりです。 

敬 具 

 

記 

 

１．改正概要 

１．株主名簿の閉鎖制度の廃止 

株主名簿の閉鎖制度が廃止されることに伴い、現行規定中

の「名義書換の臨時停止」を「基準日の設定」に改めるなど

の改正を行います。 

（備   考） 

 

・上場有価証券の発行者

の会社情報の適時開示

等に関する規則第５条

第１項第９号等 

 

２．新株引受権証書上場時の株券の発行時期  

新株引受権証書を上場する場合には、決済に支障をきたさ

ないよう株券を「払込期日後」遅滞なく発行する旨の確約を

行うこととしていますが、「払込期日以後」遅滞なく発行す

る旨に改めます。 

・新株引受権証書確約書

等 

 

２．施 行 日 

平成16年10月１日から施行する。 

以  上 


